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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

決算年月 平成26年１月 平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 平成30年１月

売上高 (千円) 3,023,315 2,740,819 3,003,512 2,994,860 3,250,818

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △51,060 △122,949 17,824 △8,035 10,535

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △69,478 △184,767 545,217 △16,754 101,701

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 131,400 131,400 131,400 131,400 131,400

発行済株式総数 (株) 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000

純資産額 (千円) 2,766,491 2,664,735 3,188,731 3,186,118 3,382,701

総資産額 (千円) 3,812,201 3,776,762 4,344,986 4,200,490 4,505,628

１株当たり純資産額 (円) 1,063.70 1,024.59 1,226.10 1,225.09 1,300.70

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

(円) (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益
金額又は
当期純損失金額(△)

(円) △26.71 △71.04 209.64 △6.44 39.11

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.6 70.6 73.4 75.9 75.1

自己資本利益率 (％) ― ― 18.6 ― 3.1

株価収益率 (倍) ― ― 3.5 ― 29.2

配当性向 (％) ― ― 1.4 ― 7.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 47,589 △27,596 145,751 △65,719 115,367

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △59,557 △50,812 10,225 37,231 △14,230

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △12,202 △13,689 △14,769 △13,657 △13,299

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 463,445 371,348 512,555 470,411 558,249

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名) 174 170 167 169 164

(名) (131) (131) (131) (129) (162)
 

(注) １　当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移は記載してお

りません。

２　売上高には消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載をしておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第150期及び第151期、第153期は潜在株式が存

在しないため、また、当期純損失が計上されているため記載しておりません。第152期及び第154期は潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

５　第150期及び第151期、第153期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失が

計上されているため記載しておりません。
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２ 【沿革】
 

明治５年４月 東京築地にフランス料理店を創業する。

明治９年４月 東京上野公園内に支店を開業する。

大正７年１月 会社設立　資本金100万円で株式会社精養軒とする。

大正12年９月 関東大震災により築地の本店を焼失し、拠点を上野公園内に移す。

昭和14年３月 日本観光を吸収合併し、資本金165万円とする。

昭和21年５月 本店移転登記により東京都台東区上野公園忍ヶ岡一号地に移す。

昭和36年11月 上野本店の建物改築が完成する。

昭和38年６月 株式を東京証券業協会(㈱大阪証券取引所)に登録し、店頭登録株として公開する。

昭和51年５月 日本洗染㈱を吸収合併し、資本金10,950万円とする。

平成７年４月 利益金処分による資本組入れにより、資本金13,140万円とする。

平成13年９月 東京大学医学部附属病院内に出店(東大病院店)する。

平成17年11月 市川市東山魁夷記念館内に出店(市川白馬亭)する。

平成18年４月 国立科学博物館内に出店(科学博物館店)する。

平成21年５月 国立大学法人東京工業大学内に出店(大岡山店)する。

平成24年９月
UENO３１５３内に「上野精養軒３１５３(サイゴーサン)店」出店する。

平成25年７月 ㈱大阪証券取引所と㈱東京証券取引所の統合に伴い、株式を㈱東京証券取引所JASDAQ(スタン

ダード)に上場する。

平成29年４月 東京都美術館館内に出店(サロン店・ミューズ店・カフェアート店)する。現在は上野店を拠点
に10店舗を営業し今日に至る。
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３ 【事業の内容】

当社は、飲食業の運営を主な事業内容としており、運営は当社のみで行っております。したがいまして、子会社

及び関連会社はなく、企業集団はありません。

なお、飲食業及び賃貸業はセグメントと同一区分であります。

(1) 飲食業

当社は、宴会場・結婚式場・レストランを備えた上野店を始め、都内を中心にフランス料理を主体としたレス

トラン等の運営を行っております。

(2) 賃貸業

当社は、東京都及びその他地域において、駐車場等の賃貸を行っております。

 

事業の系統図は次のとおりであります。

 

 

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成30年１月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

164(162) 42.8 21.3 4,578
 

 

セグメントの名称 従業員数(名)

飲食業 162(162)

賃貸業 2(―)

合計 164(162)
 

(注) １　従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(2) 労働組合の状況

当社では、全従業員(管理職を除く)が参加して、精養軒従業員組合が結成されております。労使間は、円満

に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、輸出や生産活動の回復、堅調な雇用・所得情勢を背景に穏やかに回復いたし

ました。

飲食業界におきましては、他業種同様、雇用や所得の回復、株高などの資産効果により、業績は堅調に推移した

ものの、一方では大雪などの天候要因、生鮮食品を中心とした原材料費の高騰、加えて人員不足による人件費増大

など、厳しい環境が続きました。

このような状況下、当社は営業力強化と人材育成に注力いたしました。営業面においては、スクラップ＆ビルド

の一環として、平成29年４月に「東京都美術館店(東京都台東区上野公園８－36)」を７年ぶりに再受託しオープ

ン、同年７月には「船橋店(千葉県船橋市本町７－１－１)」を閉店いたしました。また、地元企業・諸団体に対す

る積極的な新規営業の展開、予約利便性向上のためのホームページ刷新、赤ちゃんパンダ誕生・公開を記念する企

画の立ち上げなど、各店の特性を踏まえた営業施策を展開し、営業活動の強化につとめてまいりました。また、人

手不足が叫ばれる中、積極的な採用活動の展開、新たな研修の実施、人事制度の見直し等に取り組んでまいりまし

た。

その結果、当事業年度の売上高は3,251百万円(前年同期比8.5％増)と、前年を上回ることができたものの、新規

出店経費などの一過性の経費負担が発生したこともあり、営業損失は７百万円(前年同期は営業損失25百万円)、経

常利益は11百万円(前年同期は経常損失８百万円)に留まりました。また、投資有価証券清算益及び固定資産売却益

の発生により、当期純利益は102百万円(前年同期は当期純損失17百万円)となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(飲食業)

当飲食業におきましては、上記の理由により、当事業年度のレストラン部門の売上高は1,880百万円(前年同期比

13.5％増)、宴会他部門の売上高は1,329百万円(前年同期比2.8％増)、飲食業全体の売上高は3,209百万円(前年同期

比8.8％増)、営業損失22百万円(前年同期は営業損失46百万円)となりました。

(賃貸業)

当賃貸業におきましては、安定的な賃貸収入の確保に努めております。この結果、当事業年度の売上高は41百万

円(前年同期比9.1％減)、営業利益15百万円(前年同期比27.8％減)となりました。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、558百万円となり前事業年度末と比べ88百

万円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、得られた資金は、115百万円(前年同期は66百万円の使用)となりました。この主な要因は、税引

前当期純利益の計上107百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は、14百万円(前年同期は37百万円の獲得)となりました。この主な要因は、定期

預金の預入による支出1,462百万円、定期預金の払戻による収入1,195百万円及び投資有価証券の清算による収入172

百万円並びに投資有価証券の償還による収入100百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は、13百万円(前年同期は14百万円の使用)となりました。この主な要因は、配当

金の支払額８百万円であります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 収容能力及び収容実績

当事業年度の収容能力(生産能力)と収容実績は次のとおりであります。

　
営業店

第154期
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

収容能力(人) 収容実績(人) 利用率(％) 前年同期比(％)

上野     

　宴会 365,000 119,867 33 98.9

　レストラン 81,030 164,236 203 91.1

科学博物館     

　レストラン 61,056 219,939 360 110.6

東京都美術館     

　レストラン 124,032 223,409 180 ―

３１５３     

　レストラン 48,910 90,445 185 112.1

浅草     

　宴会 60,060 7,850 13 94.5

　レストラン 39,468 24,749 63 84.0

東京文化会館     

　レストラン 58,825 281,322 478 101.1

その他のレストラン 101,407 175,993 174 91.5
 

(注) １　収容能力(人)は、各営業店とも客席数に営業日数を乗じて算出しております。

２　利用率(％)は、収容実績(人)を収容能力(人)で除して算出しております。

３　前年同期比(％)は、収容実績(人)の対前年同期比を示しております。

４　東京都美術館店は、平成29年４月１日に開店いたしました。

５　船橋店は、平成29年７月30日に閉店いたしました。

 
(2) 受注実績

当社の事業の性格上、受注実績は販売実績と同額のため記載を省略しております。

 

(3) 販売実績

①　セグメント別販売実績

当期の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称

第154期
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

1.飲食業   

　レストラン 1,879,978 113.5

　宴会他 1,329,358 102.8

　飲食業　計 3,209,336 108.8

2.賃貸業 41,482 90.9

合計 3,250,818 108.5
 

(注)　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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②　営業店別販売実績

当事業年度の販売実績を営業店別に示すと次のとおりであります。

営業店

第154期
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

本社 42,661 92.2

上野 1,657,066 97.9

科学博物館 184,178 110.9

東京都美術館 305,392 ―

３１５３ 244,322 103.2

浅草 71,366 90.5

東京文化会館 379,865 101.3

松屋 115,861 113.2

東京大学附属病院 110,612 98.2

大岡山 78,896 110.2

船橋 49,985 48.9

市川白馬亭 10,614 95.6

合計 3,250,818 108.5
 

(注) １　東京都美術館店は、平成29年４月１日に開店いたしました。

２　船橋店は、平成29年７月30日に閉店いたしました。

３　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は、明治５年創業以来、永年にわたり「より良き内容・より良きサービス」をモットーに、我が国の食文

化発展に貢献することを企業理念として参りました。

この企業理念のもと、「伝統と格式ある精養軒ブランドの再構築」、「質の高い料理とサービスの追求」、

「安定した収益構造の確立」を目指し、営業力の強化、人材育成に注力しております。また、効率的な業務運営

を推進し、企業体質の強化と内部留保を図りつつ、安定配当を継続する方針であります。

(2) 経営環境及び会社の対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、東京オリンピック・パラリンピックに向けた経済の活性化や、パンダ人気による

上野公園の集客増など、明るい材料があるものの、人手不足や業界内競争の激化は、今後とも続いていくものと思

われます。

当社といたしましては、今後とも、積極的な営業活動の推進、店舗運営の再構築、人材育成によるモチベーショ

ン向上、将来を見据えた設備投資の検討、不動産の有効活用の推進など、更なる経営基盤の強化に努めて参りま

す。
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４ 【事業等のリスク】

(1) 法的規制等について

当社は、「食品衛生法」の規定に基づき、営業店毎に所轄の保健所より飲食店営業許可を取得しております。

当社では、衛生管理につきまして、最重要項目の一つとして取り組んでおりますが、当社における飲食により、

食中毒や食品衛生に関する事故等が発生した場合、当社の財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性がありま

す。

個人情報保護法の施行により、当社が管理している顧客名簿等、なお一層の情報セキュリティーの強化、及び社

員の情報管理意識の向上に努めておりますが、今後、不測の事態により万が一情報が外部に漏洩するような事態と

なった場合には、信用の失墜による売上の減少および損害賠償による費用の発生等により、財政状態及び経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 食材について

BSE・口蹄疫・鳥インフルエンザ等の食材に対する不安が続く中でありますが、引き続き安全と衛生面を重視して

まいります。なお、食材の不足、仕入価格の上昇等、食材市況が大幅に変動した場合、財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

(3) 営業活動について

当社は、伝統の手法、味作りを基本に営業成績を上げる努力をしております。営業店毎に独自のメニュー構成、

単価設定、出店条件(家賃相場など)で展開をしておりますので、お客様のニーズの変化に対しメニュー構成や単価

設定を見直すなど実施した対応の成否や出店条件の変動によって、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

(4) 固定資産の減損について

当社が保有する固定資産について、経営環境の著しい悪化により事業の収益性が低下した場合や市場価格が著し

く下落した場合等には、固定資産の減損会計の適用による減損損失が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態

資産、負債、純資産の状況

(資産)

当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ305百万円増加し4,506百万円となりました。流動資産は、

670百万円増加の2,536百万円、固定資産は365百万円減少の1,969百万円となりました。

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が354百万円及び有価証券が300百万円増加したことによるもので

す。

固定資産の減少の主な要因は、投資有価証券が327百万円減少したことによるものです。

(負債)

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比べ109百万円増加し、1,123百万円となりました。流動負債

は56百万円増加し328百万円、固定負債は53百万円増加し795百万円となりました。

流動負債の増加の主な要因は、未払金が28百万円及び未払法人税等が15百万円増加したことによるものです。

固定負債の増加の主な要因は、繰延税金負債が46百万円増加したことによるものです。

(純資産)

当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比べ197百万円増加し、3,383百万円となりました。この増加の

主な要因は、当期純利益の計上等で利益剰余金が94百万円及びその他有価証券評価差額金が103百万円増加したこと

によるものです。

 

(2) 経営成績

(売上高)

当事業年度における売上高は、前事業年度と比べ256百万円増加し、3,251百万円となりました。この主な要因

は、東京都美術館店出店による売上高305百万円増加によるものです。

(売上総利益)

当事業年度における売上総利益は、前事業年度と比べ180百万円増加の1,937百万円となりました。この主な要因

は、売上高の増加によるものです。

(販売費及び一般管理費)

当事業年度における販売費及び一般管理費は、前事業年度と比べ161百万円増加の1,945百万円となりました。こ

の主な要因は、人手不足による人件費等の増加及び東京都美術館店出店費用を計上したことによるものです。

(営業損益)

当事業年度における営業損失は７百万円(前事業年度は営業損失25百万円)となりました。この主な要因は、前述

の売上総利益と販売費及び一般管理費が増加したことによるものです。

(経常損益)

当事業年度における経常利益は11百万円(前事業年度は経常損失８百万円)となりました。この主な要因は、前述

の営業損失の減少によるものです。

(特別損益)

当事業年度における特別利益は投資有価証券清算益95百万円及び固定資産売却益20百万円の計上によるものです

(前事業年度における特別利益はありません。)。また、特別損失は、前事業年度と比べ11百万円増加の18百万円と

なりました。この主な要因は、固定資産除却損が６百万円及び減損損失が５百万円増加したことによるものです。

(当期純損益)

当事業年度における当期純利益は102百万円(前事業年度は当期純損失17百万円)となりました。この主な要因は、

特別利益が115百万円増加したことによるものです。

 

(3) キャッシュ・フローの分析

「第２ 事業の状況 １業績等の概要(2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資額は、41百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりでありま

す。

　（1）飲食業　

当事業年度の主な設備投資は、上野店の工具、器具及び備品５百万円、東京都美術館店の工具、器具及び備品

23百万円及びリース資産６百万円であります。

　（2）賃貸業

当事業年度の主な設備投資及び減損損失を計上したものはありません。

 

２ 【主要な設備の状況】
平成30年１月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物 構築物
工具、器具
及び備品

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

本社
上野
(東京都台東区)

飲食業
事務所
レストラン
宴会場

431,572 12,818 33,816 〔6,800.20〕 2,030 6,685 486,921
87
(70)

国立科学博物館
(東京都台東区)

〃 レストラン 5,244 ― 2,764 ― ― ― 8,008
10
(11)

東京都美術館
(東京都台東区)

〃 レストラン 798 ― 15,260 ― 5,401 ― 21,459
14
(28)

３１５３
(東京都台東区)

〃 レストラン ― ― ― ― ― ― ―
10
(11)

浅草
(東京都台東区)

〃 レストラン ― ― ― ― ― ― ―
5
(6)

東京文化会館
(東京都台東区)

〃 レストラン 7,335 ― 3,777 ― ― ― 11,112
16
(19)

松屋
(東京都中央区)

〃 レストラン ― ― ― ― ― ― ―
7
(6)

東京大学付属病院
(東京都文京区)

〃 レストラン ― ― 1,094 ― ― ― 1,094
7
(5)

大岡山
(東京都目黒区)

〃 レストラン ― ― ― ― ― ― ―
6
(4)

市川白馬亭
(千葉県市川市)

〃 カフェ ― ― ― ― ― ― ― (2)

その他 賃貸業 事業用地等 219 915 0
603,188

(102,979.14)
― 0 604,322 2

合計  ― 445,168 13,733 56,711
603,188

(102,979.14)
〔6,800.20〕

7,431 6,685 1,132,916
164
(162)

 

(注) １　土地の〔　〕内面積㎡は賃借中のものを外数で示しております。

２　帳簿価額の「その他」欄は、機械及び装置の合計であります。
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３　事業所名の「その他」の明細は以下のとおりであります。

名称 所在地

帳簿価額(千円)

建物 構築物
工具、器具
及び備品

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

事業用地等         

　　六本木用地 東京都港区 ― ― ―
579,820
(760.63)

― ― 579,820

　　那須用地 栃木県那須町 ― 277 ―
20

(34,656.00)
― ― 297

　　河口湖用地
山梨県富士
河口湖町

0 0 0
49

(65,919.97)
― 0 49

　　新中里パーキング
埼玉県さいたま
市中央区

81 244 ―
2,027

(813.22)
― ― 2,352

　　パーキング
　　二度栗山

埼玉県さいたま
市中央区

138 335 ―
1,813

(727.27)
― ― 2,286

　　関口駐車場 東京都文京区 ― 0 ―
1

(34.25)
― ― 1

　　リパーク日本橋 東京都中央区 ― 59 ―
19,458
(67.8)

― ― 19,517

合計  219 915 0
603,188

(102,979.14)
― 0 604,322

 

４　上記金額には消費税等は含まれておりません。

５　従業員数の(　)は、臨時雇用者数で年間の平均人員を外数で示しております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000

計 8,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成30年１月31日)

提出日現在　　　　
発行数(株)　　　　
(平成30年４月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,628,000 2,628,000
東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数
100株

計 2,628,000 2,628,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成７年4月28日
(注)

438,000 2,628,000 21,900 131,400 ― 4,330
 

(注)　利益処分による資本組入であります。

なお、これに伴い、平成６年12月15日開催の取締役会決議並びに平成７年４月27日開催の定時株主総会決議

により、平成７年１月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を平成７年４月

28日付で１株を1.2株に株式分割しました。

 

(6) 【所有者別状況】

平成30年１月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 5 16 25 9 1 934 990 ―

所有株式数
(単元)

― 1,692 510 14,815 170 4 9,041 26,232 4,800

所有株式数
の割合(％)

― 6.45 1.94 56.48 0.65 0.01 34.47 100 ―
 

(注)　自己株式27,324株は「個人その他」に273単元及び「単元未満株式の状況」に24株含めて記載しております。

なお、期末日現在の実質的な所有株式数は、27,324株であります。
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(7) 【大株主の状況】

平成30年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

一般財団法人福島育英会 東京都中央区日本橋室町１丁目５－３ 490.0 18.65

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目１－１ 417.5 15.89

学校法人根津育英会武蔵学園 東京都練馬区豊玉上１丁目26－１ 388.8 14.79

根　津　公　一 東京都港区 131.7 5.01

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５－５ 120.0 4.57

高　島　和　憲 東京都荒川区 75.3 2.87

サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿４丁目20－１ 60.0 2.28

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１丁目23－１ 60.0 2.28

精養軒従業員持株会 東京都台東区上野公園４番58号 50.4 1.92

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２丁目２－２ 32.4 1.23

計 ― 1,826.1 69.49
 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

 

(自己保有株式)
普通株式 27,300

 

 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,595,900
25,959 同上

単元未満株式
 

普通株式 4,800
 

 

― 同上

発行済株式総数 2,628,000 ― ―

総株主の議決権 ― 25,959 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成30年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社精養軒

東京都台東区上野公園
４番58号

27,300 ─ 27,300 1.04

計 ― 27,300 ─ 27,300 1.04
 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 40 38

当期間における取得自己株式 ― ―
 

(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年４月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─ ─

保有自己株式数 27,324 ─ 27,324 ─
 

(注)　当期間における保有自己株式には、平成30年４月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と位置付け、効率的な業務運営によって企業体質の強化と

内部留保の充実を図りつつ、配当を継続する方針であります。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、中間配当

については「取締役会の決議により、毎年７月31日を基準日として、中間配当を行うことが出来る。」旨を定款に定

めております。従って、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会で

あります。

上記方針に基づき、当事業年度につきましては、前事業年度同様、３円(年間配当３円)とさせていただきます。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

平成30年４月26日
定時株主総会決議

7,802 3
 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

決算年月 平成26年１月 平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 平成30年１月

最高(円) 1,230 1,020 866 835 2,143

最低(円) 520 560 674 595 725
 

(注)　最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平

成25年７月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成29年８月 ９月 10月 11月 12月 平成30年１月

最高(円) 889 960 945 2,143 1,958 1,330

最低(円) 820 835 914 941 1,218 1,142
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

男性８名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役社長 代表取締役 酒　井　　　裕 昭和26年12月１日生

昭和49年３月 当社入社

(注)３ 20.2

平成７年２月 人事部長

平成10年５月 経理部長

平成17年４月 取締役経理部長就任

平成19年４月

平成21年４月

平成22年４月

常務取締役管理統括部長就任

専務取締役管理本部長就任

代表取締役社長就任(現)

専務取締役 管理本部長 清　田　祐　司 昭和35年５月13日生

昭和58年４月 ㈱富士銀行入行

 
(注)４

1.0

平成21年４月 ㈱みずほ銀行赤羽支店支店長

平成23年８月 ㈱みずほコーポレート銀行より当社

に出向

平成23年８月 当社総務部経営企画室顧問

平成24年４月 常務取締役管理統括部長就任

平成30年４月 専務取締役管理本部長就任(現)

常務取締役 営業統括部長 定　方　　　郷 昭和39年10月16日生

平成元年４月 株式会社東武百貨店入社

(注)４ ―

平成25年５月 同社取締役本店食品部長

平成27年10月 同社取締役退任

平成28年１月 当社顧問

平成28年４月 常務取締役営業統括部長就任(現)

取締役  古　屋　勝　彦 昭和12年12月31日生

昭和56年５月 ㈱松屋取締役就任

(注)３ 1.3

平成元年12月 同社取締役社長就任

平成15年５月 同社取締役会長就任

平成23年５月 同社名誉会長(現)

平成５年４月 当社取締役就任(現)

取締役  根　津　公　一 昭和25年５月16日生

昭和57年５月 ㈱東武百貨店取締役就任

(注)４ 131.7

平成11年１月 同社取締役社長就任

平成25年４月 同社取締役会長就任

平成27年５月 同社名誉会長(現)

平成14年４月 当社取締役就任(現)

常勤監査役  山　本　憲　一 昭和31年１月２日生

昭和55年４月 株式会社東武百貨店入社

(注)５ ―

平成24年６月 同社取締役(店舗運営部担当)

平成25年６月 同社取締役(テナント事業部担当)

平成28年３月 同社取締役(テナント営業部担当)

平成28年６月 株式会社東武セキュリティ監査役

平成30年２月 同社退任

平成30年４月 当社監査役就任(現)

監査役  幸　山　　　守 昭和25年８月８日生

昭和48年６月 監査法人中央会計事務所入所

(注)６ 1.0
昭和56年３月 同所退所

昭和56年４月 公認会計士幸山守事務所所長

平成13年４月 当社監査役就任(現)

監査役  江　藤　史　朗 昭和32年２月８日生

昭和57年４月 警視庁入庁

 
(注)６

―

平成16年９月 警視庁警視で退庁

平成20年７月 ㈱総合危機管理代表取締役

平成24年４月 当社監査役就任(現)

平成26年10月 江藤史朗事務所代表(現)

計 155.2
 

 

(注) １　取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。

２　監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

４　取締役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年１月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

 

EDINET提出書類

株式会社精養軒(E04763)

有価証券報告書

16/56



 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、「よりよき内容、よりよきサービス」をモットーに、食の安全性と経営の効率化・健全性を図り、経営環

境の変化に迅速な対応をとっております。

当社は、透明性の高い情報開示を行い、企業の社会性を重視し、消費者・株主・取引先・従業員等のステークホル

ダーの利益の向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。

① 企業統治の体制

(イ)　企業統治の体制の概要

取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締役５名(うち社外取締役２名)で構成されており、取締役会規則

に従い、経営上の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。この他に、毎週１回取締役による情

報交換会を開催しており、必要に応じ各セクション長を出席させ、各部署への情報伝達を行っております。ま

た、常勤役員で構成する経営会議を開催しており、取締役それぞれの役割分担を明確化して職務にあたってお

ります。

監査役会は監査役３名(うち社外監査役２名)で構成されており、各取締役会及び経営会議に出席するなど、

取締役に対する監視機能が発揮できる体制にしております。

 

(ロ)　企業統治の体制を採用する理由

当社は監査役会制度を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締役会の機能

を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を採用しておりま

す。

 

(ハ)　内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの確立のために、内部監査室を設置し、また、すべての役員・従業員が法令の遵守はもと

より、企業倫理に則った行動をするために、定例・臨時の経営会議や全体会議において、情報の伝達や意見交

換を活発に行っております。

当社は、平成18年７月５日開催の取締役会において決議された、「内部統制システム構築の基本方針」を平

成27年12月11日開催の取締役会で一部改定を行いました。

(1)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会、取締役会、経営会議などの取締役の業務執行状況については、議事録に情報を記し諸規程の

整備と充実を図り、これに従って適切な保存・管理を行う。

(2)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各取締役はそれぞれの担当部門に関するリスクを把握し、これを適切に管理するとともに、当該リスク

管理の状況について経営会議に報告し、必要に応じて規程の制定と従業員への教育を行う。また、不測の

事態が発生した場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、危機への対応を速やかに実施し、

事業への影響を最小限にとどめる体制を構築する。

(3)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は取締役会規則に従い、重要事項の決定を行う。この他に、常勤役員で構成する経営会議を開

催し、取締役それぞれの役割分担を明確化して職務執行の効率性を確保する。

(4)　取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制

コンプライアンスの基本理念に基づき、内部統制システムの構築及び整備の充実を図るとともに、取締

役及び従業員への周知・教育を行う。また、監査役はこの内部統制システムの機能と有効性を監査する。

(5)　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該

従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合には、その要請に応じて担当者を置くこととする。

また、当該担当者の人事は監査役の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保するものとする。

(6)　監査役の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

従業員は、監査役から受けた指示に関し、監査役の職務の必要な範囲内において、取締役及び他の従業

員の指揮命令は受けないものとする。
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(7)　取締役及び従業員が監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び従業員は会社経営の重要事項及び事業運営上の業務執行の状況について監査役に定期的に報

告する。また、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項が発生した場合、あるいは取締役及び従業員

の不正を発見した場合は監査役に速やかに報告する。なお、監査役に報告した者に対し、当該報告をした

ことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底する。

(8)　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いなどの請求については、協議の上、職務の執行に

必要であると認められた場合、当該費用又は債務の処理に応ずる。

(9)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査に関する重要課題の

他、会社が対処すべき課題等について意見交換する。また、監査法人及び内部統制責任者から、それぞれ

会計監査内容及び内部統制の構築・整備状況について適宜情報交換を行う。

 
(ニ)　会社の機関、内部統制システムの関係は次のとおりであります。
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(ホ)　リスク管理体制の整備の状況

当社を取り巻く様々なリスクを的確に把握し、スピーディーな対応をすることが重要であり、組織的な対応

をしております。

定例ないし臨時の取締役会や各部・各店責任者による全体会議において、リスク情報や対策を迅速に社内へ

伝達しております。監査役や顧問弁護士等の意見を積極的に受け入れ、経営に対する牽制機能が働く仕組みを

構築しております。

また、当社は食の安全と衛生管理の重要性に鑑み、食材の発注から納入時まで、仕入部による徹底的な管理

をしております。さらに、食品衛生には、一般社団法人東京都食品衛生協会から定期的に衛生指導を受け、万

全な体制を敷いております。

　

② 内部監査及び監査役監査の状況

当社は内部監査室を設置(室長１名、室員若干名)し、コンプライアンス経営を重視しております。役員・従業員

が法令・定款を厳守することはもとより、企業倫理に則った行動をするために、定期的に全社的な内部統制及び業

務プロセスに係る監査(決算業務監査を含む)を実施し、社長及び監査役並びに関係部門に報告しております。

監査役３名(うち社外監査役２名)は監査役会を構成し、取締役会及び経営会議への出席により経営監視維持を果

たし、また、内部監査室及び会計監査人と随時相互に情報交換を行い連携を図っております。

　

③ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の状況

当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名及び社外監査役２名を

選任し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。

社外取締役である古屋勝彦氏は、株式会社松屋の名誉会長であり、同社は当社の出店先であります。なお、同氏

は、当社の株式を1,296株所有しております。

社外取締役である根津公一氏は、株式会社東武百貨店の名誉会長であり、当社の株式を131,672株保有しておりま

す。

社外監査役である幸山守氏は1,000株、当社の株式を所有しております。

上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

なお、社外監査役である江藤史朗氏との間に特別な利害関係はありません。　

また、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりま

せんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。　

　

④ 役員の報酬等

(イ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

84,987 67,583 ― ― 17,404 5

監査役
(社外監査役を除く。)

6,804 6,069 ― ― 735 1

社外役員 9,450 8,400 ― ― 1,050 4
 

　

(ロ) 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円を超える者が存在しないため、記載しておりません。

　

(ハ) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員報酬額は、定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会で協議、決定しております。ま

た、監査役報酬についても、定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会で協議、決定しており

ます。

なお、取締役会および監査役の報酬限度額は、取締役については、平成19年４月26日開催の第143回定時株主

総会において「年額１億８百万円以内」、監査役については、平成19年４月26日開催の第143回定時株主総会に

おいて「年額１千８百万円以内」としてそれぞれ決議いただいております。
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⑤ 株式の保有状況

(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                        14銘柄

　貸借対照表計上額の合計額 777,032千円

 
(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

 

　　　　　(前事業年度)

　　　　　　特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

東武鉄道㈱ 478,820 274,364 企業間取引の維持・強化

㈱みずほフィナンシャルグループ 520,215 109,401 〃

㈱松屋 64,620 63,069 〃

アサヒグループホールディングス㈱ 12,000 47,640 〃

京成電鉄㈱ 17,500 46,725 〃

㈱山梨中央銀行 65,500 34,846 〃

京王電鉄㈱ 20,000 18,560 〃

東京急行電鉄㈱ 20,000 16,620 〃

サッポロホールディングス㈱ 2,703 7,941 〃

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,680 6,344 〃

㈱帝国ホテル 220 459 〃

㈱東天紅 1,000 167 〃

㈱東京會舘 24 80 〃
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　　　　　(当事業年度)

　　　　　　特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

東武鉄道㈱ 95,764 350,975 企業間取引の維持・強化

㈱みずほフィナンシャルグループ 520,215 106,800 〃

㈱松屋 65,955 102,164 〃

アサヒグループホールディングス㈱ 12,000 65,892 〃

京成電鉄㈱ 17,500 64,662 〃

㈱山梨中央銀行 65,500 30,261 〃

京王電鉄㈱ 4,000 20,720 〃

東京急行電鉄㈱ 10,000 18,240 〃

サッポロホールディングス㈱ 2,703 8,866 〃

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,680 7,125 〃

㈱帝国ホテル 220 525 〃

㈱東天紅 100 204 〃

㈱東京會舘 24 98 〃
 

 

(ハ)　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

⑥ 会計監査の状況

会計監査人につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を

選任しております。なお、会計監査人の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の時期までとし、定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任

されたものとしております。

(イ)　業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

井上　　智由　　(有限責任 あずさ監査法人)

成島　　　徹　　(有限責任 あずさ監査法人)

(ロ)　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ５名

その他 ６名
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⑦ 取締役の定数

当社の取締役は９名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によら

ない旨も定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を以て行う旨定款

に定めております。

 

⑩ 中間配当金

当社は、剰余金の配当等会社法第454条第５項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役

会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 17,500 ― 16,500 ―

計 17,500 ― 16,500 ―
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

　　該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　　該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査役は、会社が会計監査人と監査契約を締結する場合には、会計監査人に対する監査報酬及び非監査報酬

の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約ごとに検証しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成29年２月１日から平成30年１月31日ま

で)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。

 

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

　該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

　該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,575,411 1,929,759

  売掛金 95,229 97,626

  有価証券 100,111 400,103

  たな卸資産 ※  34,911 ※  34,071

  前払費用 39,317 37,291

  その他 22,492 37,959

  貸倒引当金 △1,000 △400

  流動資産合計 1,866,471 2,536,410

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 2,239,701 2,241,209

    減価償却累計額 △1,751,881 △1,796,041

    建物（純額） 487,820 445,168

   構築物 76,848 76,605

    減価償却累計額 △61,795 △62,872

    構築物（純額） 15,053 13,733

   機械及び装置 186,036 186,036

    減価償却累計額 △178,088 △179,351

    機械及び装置（純額） 7,948 6,685

   工具、器具及び備品 416,163 445,319

    減価償却累計額 △372,113 △388,608

    工具、器具及び備品（純額） 44,050 56,711

   土地 603,189 603,188

   リース資産 8,700 15,054

    減価償却累計額 △4,930 △7,623

    リース資産（純額） 3,770 7,431

   有形固定資産合計 1,161,830 1,132,916

  無形固定資産   

   借地権 1,512 1,512

   電話加入権 511 511

   ソフトウエア 2,754 1,432

   無形固定資産合計 4,777 3,455

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,103,845 777,032

   出資金 11,000 11,000

   長期前払費用 935 -

   差入保証金 51,632 44,816

   投資その他の資産合計 1,167,412 832,848

  固定資産合計 2,334,019 1,969,218

 資産合計 4,200,490 4,505,628
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 55,813 60,370

  未払金 87,523 115,988

  リース債務 4,445 3,665

  未払費用 51,993 50,189

  未払法人税等 444 14,944

  未払消費税等 21,426 30,999

  預り金 21,022 23,016

  賞与引当金 30,000 29,000

  流動負債合計 272,666 328,170

 固定負債   

  リース債務 3,447 5,183

  退職給付引当金 514,101 500,035

  役員退職慰労引当金 105,328 124,517

  繰延税金負債 112,366 158,489

  その他 6,463 6,533

  固定負債合計 741,706 794,757

 負債合計 1,014,372 1,122,927

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 131,400 131,400

  資本剰余金   

   資本準備金 4,330 4,330

   資本剰余金合計 4,330 4,330

  利益剰余金   

   利益準備金 32,850 32,850

   その他利益剰余金   

    別途積立金 2,180,000 2,180,000

    繰越利益剰余金 553,723 647,622

   利益剰余金合計 2,766,573 2,860,472

  自己株式 △20,564 △20,602

  株主資本合計 2,881,739 2,975,600

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 304,379 407,101

  評価・換算差額等合計 304,379 407,101

 純資産合計 3,186,118 3,382,701

負債純資産合計 4,200,490 4,505,628
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成28年２月１日
　至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
　至 平成30年１月31日)

売上高 2,994,860 3,250,818

売上原価   

 当期製品製造原価 1,237,280 1,313,470

 売上原価合計 1,237,280 1,313,470

売上総利益 1,757,580 1,937,348

販売費及び一般管理費   

 販売費及び一般管理費合計 ※1  1,783,061 ※1  1,944,500

営業損失（△） △25,480 △7,152

営業外収益   

 受取利息 1,216 239

 有価証券利息 729 766

 受取配当金 9,733 10,510

 雑収入 5,767 6,172

 営業外収益合計 17,445 17,687

経常利益又は経常損失（△） △8,035 10,535

特別利益   

 投資有価証券清算益 ― 95,010

 固定資産売却益 ― ※2  19,509

 特別利益合計 ― 114,519

特別損失   

 固定資産除却損 ※３  6,858 ※３  13,003

 減損損失 ※４  361 ※４  4,900

 特別損失合計 7,219 17,903

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,254 107,151

法人税、住民税及び事業税 1,500 5,450

法人税等合計 1,500 5,450

当期純利益又は当期純損失（△） △16,754 101,701
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【製造原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当事業年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費        

　１　期首原材料棚卸高  24,194   25,853   

　２　当期原材料仕入高  644,127   690,676   

合計  668,321   716,529   

　３　期末原材料棚卸高  25,853 642,468 51.9 25,774 690,755 52.5

Ⅱ　労務費   423,155 34.2  441,977 33.7

Ⅲ　経費 ※１  171,657 13.9  180,738 13.8

当期製品製造原価   1,237,280 100.0  1,313,470 100.0

        
 

 

(注)※１　主な内訳は、次のとおりであります。
 

項目

前事業年度
(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当事業年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

金額(千円) 金額(千円)

水道光熱費 75,248 82,439

減価償却費 8,109 6,771

賃借料 45,883 55,686
 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成28年２月１日　至 平成29年１月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 131,400 4,330 4,330 32,850 2,180,000 578,279 2,791,129

当期変動額        

剰余金の配当      △7,802 △7,802

当期純損失（△）      △16,754 △16,754

自己株式の取得        

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △24,556 △24,556

当期末残高 131,400 4,330 4,330 32,850 2,180,000 553,723 2,766,573
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △20,564 2,906,295 282,437 282,437 3,188,731

当期変動額      

剰余金の配当  △7,802   △7,802

当期純損失（△）  △16,754   △16,754

自己株式の取得 ― ―    

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  21,942 21,942 21,942

当期変動額合計 ― △24,556 21,942 21,942 △2,613

当期末残高 △20,564 2,881,739 304,379 304,379 3,186,118
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 当事業年度(自 平成29年２月１日　至 平成30年１月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 131,400 4,330 4,330 32,850 2,180,000 553,723 2,766,573

当期変動額        

剰余金の配当      △7,802 △7,802

当期純利益      101,701 101,701

自己株式の取得        

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 93,899 93,899

当期末残高 131,400 4,330 4,330 32,850 2,180,000 647,622 2,860,472
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △20,564 2,881,739 304,379 304,379 3,186,118

当期変動額      

剰余金の配当  △7,802   △7,802

当期純利益  101,701   101,701

自己株式の取得 △38 △38   △38

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  102,721 102,721 102,721

当期変動額合計 △38 93,862 102,721 102,721 196,583

当期末残高 △20,602 2,975,600 407,101 407,101 3,382,701
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成28年２月１日
　至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
　至 平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,254 107,151

 減価償却費 70,477 70,850

 減損損失 361 4,900

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 100 △600

 賞与引当金の増減額（△は減少） ― △1,000

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,441 △14,067

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,462 19,189

 受取利息及び受取配当金 △11,678 △11,515

 固定資産除却損 6,858 13,003

 投資有価証券清算損益（△は益） ― △95,010

 売上債権の増減額（△は増加） 8,201 △2,397

 たな卸資産の増減額（△は増加） 11,452 839

 差入保証金の増減額（△は増加） △10 6,816

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,973 4,558

 未払金の増減額（△は減少） △38,770 14,129

 未払消費税等の増減額（△は減少） △16,485 9,573

 未払費用の増減額（△は減少） 1,190 △1,803

 その他 △3,775 △6,592

 小計 △1,327 118,024

 利息及び配当金の受取額 11,964 11,764

 法人税等の支払額 △76,356 △14,421

 営業活動によるキャッシュ・フロー △65,719 115,367

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △1,217,000 △1,461,510

 定期預金の払戻による収入 1,289,000 1,195,000

 有形固定資産の取得による支出 △33,067 △32,866

 有形固定資産の売却による収入 ― 19,510

 有形固定資産の除却による支出 △216 ―

 投資有価証券の取得による支出 △1,486 △1,472

 投資有価証券の清算による収入 ― 171,898

 投資有価証券の償還による収入 ― 100,000

 資産除去債務の履行による支出 ― △4,789

 投資活動によるキャッシュ・フロー 37,231 △14,230

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △7,849 △7,863

 その他 △5,808 △5,436

 財務活動によるキャッシュ・フロー △13,657 △13,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,144 87,838

現金及び現金同等物の期首残高 512,555 470,411

現金及び現金同等物の期末残高 ※  470,411 ※  558,249
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

 原材料、貯蔵品は先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

 

３　固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成

28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物　　　　　　　　　　15～34年

　構築物　　　　　　　　　10～35年

　機械及び装置　　　　　　７～17年

　工具、器具及び備品　　　３～６年

 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっており

ます。

 (3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零(残価保証の取り決めがある場合は残価保証額)とする定額法を採用しております。

 

４　引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度分を計上しております。

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

なお、退職給付債務は簡便法に基づき計算しております。

 (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

 

EDINET提出書類

株式会社精養軒(E04763)

有価証券報告書

31/56



 

５　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書上資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資であります。

 

６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(貸借対照表関係)

※　たな卸資産内訳

 
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

原材料 25,853千円 25,774千円

貯蔵品 9,058千円 8,297千円
 

 

(損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)

給与 791,473千円 852,732千円

福利厚生費 95,332千円 98,342千円

水道光熱費 24,872千円 27,773千円

賃借料 192,077千円 231,170千円

退職給付費用 24,467千円 31,349千円

減価償却費 62,368千円 64,079千円

おおよその割合     

販売費 78％ 79％

一般管理費 22％ 21％
 

 

※２　固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)

土地 ―千円 19,509千円
 

 

EDINET提出書類

株式会社精養軒(E04763)

有価証券報告書

32/56



 

※３　固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)

建物 6,624千円 19千円

構築物 ―千円 16千円

工具、器具及び備品 18千円 0千円

固定資産撤去費用 216千円 12,968千円

合計 6,858千円 13,003千円
 

 

※４　減損損失

前事業年度(自　平成28年２月１日 至　平成29年１月31日)

当事業年度において当社は、以下の減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

東京都 店舗 工具、器具及び備品 361千円
 

資産のグルーピングについては営業店を基本単位として、また、賃貸資産については物件単位毎にグルーピ

ングしております。このうち閉鎖が確定した資産グループおよび営業活動から生じる損益が継続してマイナス

である資産グループについて、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。工具、器具及び備品につ

いては他の転用、売却が困難であるため、正味売却価額を零円としております。

 
当事業年度(自　平成29年２月１日 至　平成30年１月31日)

当事業年度において当社は、以下の減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

千葉県
船橋市

店舗 建物 4,900千円
 

資産のグルーピングについては営業店を基本単位として、また、賃貸資産については物件単位毎にグルーピ

ングしております。このうち閉鎖が確定した資産グループについて、その帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。建物については他の転

用、売却が困難であるため、正味売却価額を零円としております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,628,000 ─ ─ 2,628,000
 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 27,284 ― ― 27,284
 

 
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成28年４月27日
定時株主総会

普通株式 7,802 3 平成28年１月31日 平成28年４月28日
 

 

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決議 株式の種類 配当原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年４月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 7,802 3 平成29年１月31日 平成29年４月28日
 

 

当事業年度(自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,628,000 ─ ─ 2,628,000
 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 27,284 40 ─ 27,324
 

　※自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。

 
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年４月27日
定時株主総会

普通株式 7,802 3 平成29年１月31日 平成29年４月28日
 

 

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決議 株式の種類 配当原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成30年４月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 7,802 3 平成30年１月31日 平成30年４月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  
前事業年度

(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)

現金及び預金  1,575,411千円 1,929,759千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △1,105,000千円 △1,371,510千円

現金及び現金同等物  470,411千円 558,249千円
 

 

(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引(借主側)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

 (1)リース資産の内容

 (ア)有形固定資産

主として、東京都美術館店における、オーダーエントリーシステム(「工具、器具及び備品」)であります。

 (イ)無形固定資産

該当事項はありません。

 (2)リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残存価額保証の取り決めがある場合は、当該残価保証

額)とする定額法を採用しております。

 

(金融商品関係)

１.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、運転資金、設備投資資金等を自己資金で賄っており、銀行等金融機関からの借入による資金を調達してお

りません。

一時的な余剰資金は、資産の保全を第一とし、比較的安全性の高い預金で運用しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

営業債権については、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

②市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を確認しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。
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２.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません。((注)２をご参照くださ

い。)

前事業年度(平成29年１月31日)

種　　類
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1)現金及び預金 1,575,411 1,575,411 ―

(2)有価証券及び
投資有価証券

1,126,568 1,127,296 728

資産計 2,701,979 2,702,707 728
 

　

当事業年度(平成30年１月31日)

種　　類
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1)現金及び預金 1,929,759 1,929,759 ―

(2)有価証券及び
投資有価証券

1,176,635 1,176,762 127

資産計 3,106,394 3,106,521 127
 

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によっ

ております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

　

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

  (単位：千円)

区　　分 平成29年１月31日 平成30年１月31日

非上場株式 77,388 500
 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、金融商品の時価

等に関する事項に含めておりません。

　

３.金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成29年１月31日)

 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

現金及び預金 1,575,411 ― ― ―

有価証券及び
投資有価証券　
満期保有目的の債券

100,000 400,000 ― ―

合　　計 1,675,411 400,000 ― ―
 

　

当事業年度(平成30年１月31日)

 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

現金及び預金 1,929,759 ― ― ―

有価証券及び
投資有価証券　
満期保有目的の債券

400,000 ― ― ―

合　　計 2,329,759 ― ― ―
 

EDINET提出書類

株式会社精養軒(E04763)

有価証券報告書

36/56



 

(有価証券関係)

１　満期保有目的の債券

前事業年度(平成29年１月31日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

社債 200,352 200,720 368

その他 300,000 300,360 360

小計 500,352 501,080 728

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計  500,352 501,080 728
 

　

当事業年度(平成30年１月31日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

社債 100,103 100,140 37

その他 300,000 300,090 90

小計 400,103 400,230 127

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計  400,103 400,230 127
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２　その他有価証券

前事業年度(平成29年１月31日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 626,216 209,471 416,745

小計 626,216 209,471 416,745

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 626,216 209,471 416,745
 

(注)非上場株式(貸借対照表計上額77,388千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。

　

当事業年度(平成30年１月31日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 776,532 210,943 565,589

小計 776,532 210,943 565,589

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 776,532 210,943 565,589
 

(注)非上場株式(貸借対照表計上額500千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。

　

３　減損を行った有価証券

前事業年度

該当事項はありません。　

　

当事業年度

該当事項はありません。　
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

退職金制度の一部について確定給付企業年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。

 

２　簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

（千円）

 
前事業年度

(自　平成28年２月１日
 至　平成29年１月31日)

当事業年度
(自　平成29年２月１日
 至　平成30年１月31日)

退職給付引当金の期首残高 505,660 514,101

退職給付費用 39,875 47,163

退職給付の支払額 △21,824 △51,959

制度への拠出額 △9,610 △9,270

退職給付引当金の期末残高 514,101 500,035
 

　

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（千円）

 
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

積立型制度の退職給付債務 137,745 132,411

年金資産 △115,860 △117,262

 21,885 15,149

非積立型制度の退職給付債務 492,216 484,886

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 514,101 500,035

   
退職給付引当金 514,101 500,035

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 514,101 500,035
 

　

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用  前事業年度39,875千円　 　　当事業年度47,163千円
 

 
(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

繰延税金資産   

退職給付引当金 157,418千円 153,111千円

減損損失 33,458 〃 24,534 〃

役員退職慰労引当金 32,251 〃 38,127 〃

税務上の繰越欠損金  153,892 〃  147,398 〃

投資有価証券評価損 33,280 〃 33,280 〃

賞与引当金 9,258 〃 8,949 〃

貸倒引当金 309 〃 123 〃

その他  5,737 〃  9,317 〃

繰延税金資産小計 425,603千円 414,839千円

評価性引当額 △425,603 〃 △414,839 〃

繰延税金資産合計 ― 千円 ― 千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 112,366千円 158,489千円

繰延税金負債合計 112,366千円 158,489千円

繰延税金負債の純額 112,366千円 158,489千円
 

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主な項目の内訳

 

 
前事業年度

(平成29年1月31日)
 

当事業年度
(平成30年1月31日)

法定実効税率 ―  30.9％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 ―  3.4％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ―  △25.3％

住民税均等割等 ―  5.1％

評価性引当額増減額 ―  △10.1％

その他 ―  1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―  5.1％
 

(注)前事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
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(資産除去債務関係)

前事業年度(自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

 
　

(賃貸等不動産関係)

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用の駐車場等を有しております。前事業年度における当該賃

貸等不動産に関する賃貸損益は20,657千円(賃貸収益は売上高に、主な費用は売上原価に計上)であります。

当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は14,915千円(賃貸収益は売上高に、主な費用は売上

原価に計上)であります。賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動並びに決算日における

時価及び当該時価の算定方法は、以下のとおりであります。

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)

貸借対照表計上額

期首残高 605,300 604,759

期中増減額 △541 △437

期末残高 604,759 604,322

期末時価 2,279,222 4,296,484
 

(注)１　貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２　時価の算定方法

期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額であります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

（1）報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、事業別のセグメントから構成されており、「飲食業」、「賃貸業」の２つを報告セグメントとし

ております。

 

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

　　①飲食業・・・・・・レストラン・宴会他

　　②賃貸業・・・・・・駐車場等の賃貸・管理

 

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。

 

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 平成28年２月１日 至 平成29年１月31日)

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)２

合計

飲食業 賃貸業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,949,200 45,660 2,994,860 ― 2,994,860

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,949,200 45,660 2,994,860 ― 2,994,860

セグメント利益又は損失(△) △46,137 20,657 △25,480 ― △25,480

セグメント資産 782,971 604,759 1,387,730 2,812,760 4,200,490

セグメント負債 991,414 1,088 992,502 21,870 1,014,372

その他の項目      

  減価償却費 69,936 541 70,477 ― 70,477

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

31,832 ― 31,832 ― 31,832
 

(注)１セグメント利益又は損失の合計額は、損益計算書の営業損失と一致しております。

２(1)「調整額」のセグメント資産2,812,760千円は主に各報告セグメントに配分していない全社資産(現金

及び預金、投資有価証券等)が含まれています。

(2)「調整額」のセグメント負債21,870千円は主に各報告セグメントに配分していない全社負債(未払消

費税等)が含まれています。
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当事業年度(自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日)

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)２

合計

飲食業 賃貸業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 3,209,336 41,482 3,250,818 ― 3,250,818

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,209,336 41,482 3,250,818 ― 3,250,818

セグメント利益又は損失(△) △22,067 14,915 △7,152 ― △7,152

セグメント資産 746,587 604,323 1,350,910 3,154,718 4,505,628

セグメント負債 1,075,826 1,158 1,076,984 45,943 1,122,927

その他の項目      

  減価償却費 70,431 419 70,850 ― 70,850

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

40,649 ― 40,649 ― 40,649
 

(注)１セグメント利益又は損失の合計額は、損益計算書の営業損失と一致しております。

２(1)「調整額」のセグメント資産3,154,718千円は主に各報告セグメントに配分していない全社資産(現金

及び預金、有価証券、投資有価証券等)が含まれています。

(2)「調整額」のセグメント負債45,943千円は主に各報告セグメントに配分していない全社負債(未払法

人税等、未払消費税等)が含まれています。
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【関連情報】

前事業年度(自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

　

当事業年度(自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日)

     (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

飲食業 賃貸業 計

減損損失 361 ― 361 ― ― 361
 

　

当事業年度(自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)

     (単位：千円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

飲食業 賃貸業 計

減損損失 4,900 ― 4,900 ― ― 4,900
 

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の主要株主(会社等に限る)等

前事業年度(自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。　
　

当事業年度(自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。　
　

(１株当たり情報)

　

 
前事業年度

(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)

当事業年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)

１株当たり純資産額 1,225円09銭 1,300円70銭

１株当たり当期純利益金額又は
当期純損失金額(△)

△6円44銭 39円11銭
 

(注) １.　 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前事業年度は潜在株式が存在しないため、ま
た、当期純損失が計上されているため記載しておりません。当事業年度は潜在株式が存在しないため記
載しておりません。

２.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(平成29年１月31日)
当事業年度

(平成30年１月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,186,118 3,382,701

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,186,118 3,382,701

期末の普通株式の数(株) 2,600,716 2,600,676
 

３.　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日)

当事業年度
(自　平成29年２月１日
至　平成30年１月31日)

当期純利益金額又は
当期純損失金額(△)(千円)

△16,754 101,701

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益金額又は
当期純損失金額(△)(千円)

△16,754 101,701

普通株式の期中平均株式数(株) 2,600,716 2,600,708
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(重要な後発事象)

当社は、平成30年２月９日開催の取締役会におきまして、所有不動産(土地)の事業用定期借地権設定契約

締結を決議し、同日付で当該契約を締結いたしました。

 
１．理由

経営改善のための施策の一環として、経営資源の有効活用と財務体質の改善による財務基盤の強化を図

るため。

 
２．賃借人の概要内容

名称 三井不動産株式会社

所在地 東京都中央区日本橋室町２丁目１番１号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　菰田正信

事業内容 不動産業(賃貸・分譲・マネジメント他)

資本金 339,766百万円
 

 
３．契約の内容

対象物件の所在地 東京都港区六本木三丁目62-5、62-11の一部

賃貸面積 　土地660.05㎡

事業内容 ホテル事業及びその付帯事業
 

　

４．賃貸の日程

取締役会決議　　　　　　平成30年２月９日

賃貸借契約等締結　　　　平成30年２月９日

賃貸借期間　　　　　　　平成30年２月20日～平成63年５月19日

　

５．契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響

当社所有不動産(土地)に対し、事業用定期借地権設定契約を締結いたしました。賃借人より賃料を収受

し、一部を前受賃料として入金しております。

　

６．その他

下記資産につきまして、前受賃料の返還請求権の担保提供として抵当権を設定しております。

①重要な資産の担保提供理由

賃借人との契約に基づき担保提供をするものであります。

②担保提供資産

土地　579,820千円

③抵当提供期間

平成30年２月28日～平成63年５月19日
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却

累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

　建物 2,239,701 6,682
5,174

(4,900)
2,241,209 1,796,041 44,415 445,168

　構築物 76,848 ― 243 76,605 62,872 1,305 13,733

　機械及び装置 186,036 ― ― 186,036 179,351 1,264 6,685

　工具、器具及び備品 416,163 32,513 3,357 445,319 388,608 19,851 56,711

　土地 603,189 ― 1 603,188 ― ― 603,188

　リース資産 8,700 6,354 ― 15,054 7,623 2,693 7,431

有形固定資産計 3,530,637 45,549
8,775
(4,900)

3,567,411 2,434,495 69,528 1,132,916

無形固定資産        

　借地権 1,512 ― ― 1,512 ― ― 1,512

　電話加入権 511 ― ― 511 ― ― 511

　ソフトウエア 10,972 ― ― 10,972 9,540 1,322 1,432

無形固定資産計 12,995 ― ― 12,995 9,540 1,322 3,455

　長期前払費用 935 ― 935 ― ― ― ―
 

(注) １　有形固定資産の当期増加額の主な内容

建物 船橋店 4,900千円
工具、器具及び備品 上野店 4,753千円
 　　　　〃 東京都美術館店 23,428千円

 　　　　〃 東京文化会館店 2,983千円

リース資産 東京都美術館店 6,354千円
 

２　当期減少額の欄の(　)内の内書きは、減損損失の計上額であります。

３　長期前払費用の期間配分は減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めてお

りません。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 4,445 3,665 ― ―

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

3,447 5,183 ―
平成31年２月１日～
平成34年４月５日

合計 7,892 8,848 ― ―
 

(注)１　リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当分を控除する前の金額でリース債務を貸借対照

表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

リース債務 2,215 1,380 1,271 317
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 1,000 400 ― 1,000 400

賞与引当金 30,000 29,000 30,000 ― 29,000

役員退職慰労引当金 105,328 19,189 ― ― 124,517
 

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による取崩額であ

ります。

 

【資産除去債務明細表】

内容については、「注記事項(資産除去債務関係) 」に記載しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

(イ)現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 41,289

預金  

当座預金 285,869

普通預金 231,091

定期預金 1,371,510

計 1,888,470

合計 1,929,759
 

　

(ロ)売掛金

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

㈱松屋 15,912

クレジットカード(４社) 16,534

その他(飲食料金一般得意先) 65,180

合計 97,626
 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
　
(Ａ)

当期発生高(千円)
　
(Ｂ)

当期回収高(千円)
　
(Ｃ)

当期末残高(千円)
　
(Ｄ)

回収率(％)
　

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

 

 

95,229 1,763,885 1,761,488 97,626 94.75 19.95
 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
　

(ハ)原材料

 

営業店別 種類 摘要 金額(千円) 比率(％)

本社 食料品 肉、野菜、魚貝類等 2,163 8.4

 飲食品 日本酒、洋酒、ビール等 223 0.9

 煙草 日本煙草、外国煙草 38 0.2

各営業店 食料品 肉、野菜、魚貝類等 11,508 44.6

 飲食品 日本酒、洋酒、ビール等 11,842 45.9

合計   25,774 100.0
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(ニ)貯蔵品

 

内容 金額(千円)

食器類等 4,159

掃除用品等 614

事務用品消耗品等 1,181

パンフレット等 2,074

パンダグッズ等 269

合計 8,297
 

　

(ホ)有価証券

　

区分及び銘柄 金額(千円)

債券  

みずほインターナショナルユーロ円建債 300,000

第149回三菱東京UFJ銀行社債 100,103

合計 400,103
 

　

②　固定資産

(イ)投資有価証券

　

区分及び銘柄 金額(千円)

株式  

東武鉄道㈱ 350,975

㈱みずほフィナンシャルグループ 106,800

㈱松屋 102,164

アサヒグループホールディングス㈱ 65,892

京成電鉄㈱ 64,662

㈱山梨中央銀行 30,261

京王電鉄㈱ 20,720

東京急行電鉄㈱ 18,240

サッポロホールディングス㈱ 8,866

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,125

その他 1,327

合計 777,032
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③　流動負債

(イ)買掛金

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

㈱久世 8,945

㈱金澤商店 4,001

㈱大山 3,574

(株)共同水産 3,564

㈱梅村屋 3,176

その他(注) 37,110

合計 60,370
 

(注)　㈱若松屋本店他

 

④　固定負債

(イ)退職給付引当金

内容については、「注記事項(退職給付関係) ２　簡便法を適用した確定給付制度」に記載しております。

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 774,574 1,624,908 2,389,334 3,250,818

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円) 73,022 80,898 56,194 107,151

四半期(当期)純利益金額 (千円) 70,022 78,948 53,794 101,701

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 26.92 30.36 20.68 39.11
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額又は
１株当たり
四半期純損失金額(△)

(円) 26.92 3.43 △9.67 18.42
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ２月１日から１月31日まで

定時株主総会 ４月中

基準日 １月31日

剰余金の配当の基準日 ７月31日、１月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

　　株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 なし

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。

http://www.seiyoken.co.jp

株主に対する特典 なし
 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 
(1)

 

有価証券報告書

及びその添付書類

並びに有価証券報告書の確認書

事業年度

(第153期)

自　平成28年２月１日

至　平成29年１月31日
 平成29年４月27日

関東財務局長に提出。

(2)
 

内部統制報告書

及びその添付書類

事業年度

(第153期)

自　平成28年２月１日

至　平成29年１月31日

 
平成29年４月27日

関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書、

四半期報告書の確認書

第154期

第１四半期

　

自　平成29年２月１日

至　平成29年４月30日
 平成29年６月９日

関東財務局長に提出。

  
第154期

第２四半期

自　平成29年５月１日

至　平成29年７月31日
 

平成29年９月８日

関東財務局長に提出。

  
第154期

第３四半期

自　平成29年８月１日

至　平成29年10月31日
 

平成29年12月８日

関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書     

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に
基づく臨時報告書を平成29年５月２日に関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成30年４月26日

株式会社　精養軒

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　井　　上　　智　　由　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　成　　島　　　　　徹　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社精養軒の平成29年２月１日から平成30年１月31日までの第154期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社精養軒の平成30年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社精養軒の平成30年１

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社精養軒が平成30年１月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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